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統合報告書のキーメッセージ

観測された変化及びその原因
気候システムの温暖化については疑う余地がない。
人間活動が20世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な原因であった可能性が極めて高い（95%以
上）。
1880～2012年において、地球の世界平均地上気温は0.85℃上昇、
また、1901～2010年において世界平均海面水位は19cm上昇した。

ここ数十年、すべての大陸と海洋において温暖化による自然及び人間システムへの影響が現れている。

• ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）は国連環境計画（UNEP）・世界気象機関
（WMO） により1988年に設置された国連の組織。195カ国・地域が参加。

• 最新の科学的情報を評価し報告書等としてとりまとめ、気候変動枠組条約や世界の政策決
定者等に提供。

• 2013年～2014年にかけて３つの作業部会の報告書と統合報告書から成る第5次評価報告
書を公表。

ＩＰＣＣ第５次評価報告書の主なポイント（観測された変化及びその要因）

（出所）IPCC AR5 SYR SPM Fig. SPM.1(a)

【陸域と海上を合わせた世界平均地上気温偏差】
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IPCC第５次評価報告書の主なポイント（将来の気候変動、リスク及び影響）

• 将来の気候変動、リスク及び影響について、将来予測では4つの代表的なシナリオがあり、厳し
い温暖化対策をとったシナリオでは、気温上昇は0.3～1.7℃、海面上昇は0.25～0.55m、
現状を上回る温暖化対策をとらなかったシナリオでは、気温上昇は2.6～4.8℃、海面上昇は
0.45～0.82mの範囲に入る可能性が高い。

• 世界平均地上気温の上昇に従って、ほとんどの陸上で極端な高温の頻度が増加し、中緯度の
大陸のほとんどと湿潤な熱帯域において、今世紀末までに極端な降水がより強く、頻繁となる可
能性が非常に高い。

(℃)

現状を上回る
温暖化対策を

とらなかった場合、
2.6～4.8℃上昇

厳しい温暖化対策をとった場合、
0.3～1.7℃上昇

（出所）AR5 SYR  図SPM.6
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【世界平均地上気温変化（1986～2005年平均との差）】



• IPCC AR5では、気候変動のリスクのレベルに関する判断の根拠として、５つの包括的な「懸念
材料(Reasons For Concern)」が示された。

１．固有性が高く脅威にさらされるシステム： 適応能力が限られる種やシステム（生態系や文化など）、たとえ
ば北極海氷やサンゴ礁のシステムが脅かされるリスク
２．気象の極端現象： 熱波、極端な降水、沿岸域の氾濫のような極端現象によるリスク
３．影響の分布： 特に地域ごとに異なる作物生産や水の利用可能性の減少など不均一に分布する影響リスク
４．世界全体で総計した影響： 世界経済全体のリスクや、地球上の生物多様性全体のリスクなど
５．大規模な特異現象：温暖化の進行に伴う、いくつかの物理システムあるいは生態系が曝される急激かつ不可逆
的な変化（グリーンランドや南極の氷床消失による海面水位上昇など）のリスク

図. 気温上昇と、それに伴うリスク上昇
（出所）AR5 WG2 SＰＭ Assessment Box SPM.1 図.1
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【近年（1986～2005年平均）の気温からの気温上昇と影響の予測】
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3℃の上昇：大規模かつ不可逆的な氷床の消失によ
り海面が上昇するリスクが高くなる。

2℃の上昇：北極海氷やサンゴ礁が非常に高いリスク
にさらされる。

1℃の上昇：極端現象（熱波、極端な降水、沿岸洪
水等）によるリスクが高くなる。

IPCC第５次評価報告書の主なポイント（将来の気候変動、リスク及び影響）
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気候変動の観測事実（気温）【日本】
• 年による変動は大きいものの、長期的に上昇傾向（100年当たり1.14℃）。

（出所）気象庁、気候変動監視レポート2013
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【日本の年平均気温偏差】



（出所）気象庁、気候変動監視レポート2013

気候変動の観測事実（降水）【日本】
• 降水にも変化が現れている。
• 1時間降水量50mm以上の短時間強雨の観測回数は増加傾向が明瞭に現れている。

※ ただし、短時間強雨の発生回数は年ごとの変動が大きく、それに対してアメダスの観測期
間は比較的短いことから、変化傾向を確実に捉えるためには今後のデータの蓄積が必要。
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【（アメダス）１時間降水量50ミリ以上の年間観測回数】



20世紀末と比較した、21世紀末の将来予測

我が国における気候変動の将来予測（例）：気温、降水量

（出所）平成26年12月12日報道発表 「 日本国内における気候変動予
測の不確実性を考慮した結果について（お知らせ）」 (気象庁、環境省)

年平均気温の変化の分布

1.1℃

（0.5～

1.7℃）

2.0℃

（1.3～

2.7℃）

2.6℃

（1.6～

3.6℃）

4.4℃

（3.4～

5.4℃）

全国

平均

※変化分布図は、計算結果の一部（SST1,YSケース）を図示したもの

（出所）平成26年12月12
日報道発表 日本国内におけ
る気候変動予測の不確実性を
考慮した結果について（お知ら
せ）(気象庁、環境省)

年平均気温
気温上昇の程度をかなり低くするために
必要となる温暖化対策を取った場合
1.1℃（0.5～1.7℃）上昇。
温室効果ガスの排出量が非常に多い場
合には、4.4℃（3.4～5.4）℃上昇。

降水量
大雨や短時間強雨の発生頻度の増加や
大雨の降水量の増加、無降水日数の増加。

（出所）地球温暖化予測情報
第８巻（気象庁、2013）

地域別の１時間降水量50mm
以上の年間発生回数の変化
（1980～1999年平均（灰）と
2076～2095年平均（赤）の
比較）

無降水日の年間日数の変化
（1984～2004年平均と
2080～2100年平均の差を
表示）
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図： 洪水被害の事例
（写真提供：国土交通省中部地方整備局）

図 サンゴの白化（写真提供：環境省）

農山村の過疎化や狩猟人口の減少等に加
え、積雪の減少も一因と考えられる。

農林産物や高山植物等の食害が発生

熱中症・
感染症

異常気象・災害

2013年夏、 20都市・地区計で15,189人の
熱中症患者が救急車で病院に運ばれた。
（国立環境研究所 熱中症患者速報より）

日降水量200ミリ以上の大雨の発生日数が増加傾向

（写真提供：中静透）

米・果樹

・水稲の登熟期（出穂・開花から収穫までの期間）の
日平均気温が２７℃を上回ると玄米の全部又は一部
が乳白化したり、粒が細くなる「白未熟粒」が多発。

・特に、登熟期の平均気温が上昇傾向にある九州地方
等で深刻化。

成熟後の高温・多雨により、果皮と果肉
が分離する。（品質・貯蔵性の低下）

図： 水稲の白未熟粒（写真提供：農林水産省）

図： みかんの浮皮症
（写真提供：農林水産

省）

米が白濁するなど
品質の低下が頻
発。

図 ヒトスジシマカ
（写真提供：国立感染症研究所

昆虫医科学部）

生態系

サンゴの白化・ニホンジカの生息域拡大

デング熱の媒介生物
であるヒトスジシマカの

分布北上

（出所）気候変動監視レポート2013(気象庁)

我が国で既に起こりつつある気候変動の影響
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分野 大項目 小項目 重大性 緊急性 確信度

農業・

林業・

水産業

農業 水稲

野菜 －

果樹

麦、大豆、飼料作物等

畜産

病害虫・雑草

農業生産基盤

林業 木材生産（人工林等）

特用林産物（きのこ類等）

水産業 回遊性魚介類（魚類等の生態）

増養殖等

水環境・

水資源

水環境 湖沼・ダム湖

河川

沿岸域及び閉鎖性海域

水資源 水供給（地表水）

水供給（地下水）

水需要

自然生態

系

＊「生態系」に

対する評価

のみ記載

陸域生態系 高山帯・亜高山帯

自然林・二次林

里地・里山生態系

人工林

野生鳥獣による影響 －

物質収支

淡水生態系 湖沼

河川

湿原

沿岸生態系 亜熱帯

温帯・亜寒帯

海洋生態系

分野 大項目 小項目 重大性 緊急性 確信度

自然生態
系

生物季節

分布・個体群の変動

自然災

害・沿岸

域

河川 洪水

内水

沿岸 海面上昇

高潮・高波

海岸侵食

山地 土石流・地すべり等

その他 強風等

健康 冬季の温暖化 冬季死亡率

暑熱 死亡リスク

熱中症

感染症 水系・食品媒介性感染症 － －

節足動物媒介感染症

その他の感染症 － － －

その他 －

産業・

経済活動

製造業

エネルギー エネルギー需給

商業 － －

金融・保険

観光業 レジャー

建設業 － － －

医療 － － －

その他 その他（海外影響等） － －

国民生

活・都市

生活

都市ｲﾝﾌﾗ、ﾗｲﾌﾗｲﾝ 水道、交通等

文化・歴史を感じる

暮らし

生物季節

伝統行事・地場産業等 －

その他 暑熱による生活への影響等

【重大性】 ：特に大きい ：「特に大きい」とは言えない －：現状では評価できない 【緊急性】 ：高い ：中程度 ：低い －：現状では評価できない
【確信度】 ：高い ：中程度 ：低い －：現状では評価できない

＊「在来」の「生態系」に
対する評価のみ記載

＊「複合影響」に対する評価のみ記載

＊「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について（意見具申）」から作成
http://www.env.go.jp/press/upload/upfile/100480/27461.pdf 11

気候変動影響評価結果の概要



気温上昇とティッピング・エレメント
• Schellnhuber氏（ポツダム気候変動研究所所長）らの研究では、気温上昇が

２℃未満に抑えられたとしても、いくつかの主要なティッピング・エレメント※
の損失または変化が生じるとされている。

※ ティッピングエレメント（ tipping element） とは、気候変動が進行してある臨界点を過ぎた時点で、不連続といって
もよいような急激な変化が生じて、結果として大惨事を引き起こす可能性があるような気候変動の要素を指す（環境省環
境研究総合推進費S-10 「ICA-RUS REPORT 2013 リスク管理の視点による気候変動問題の再定義」 (2013)より）

（出所）Schellnhuber et al. , Nature Climate Change, 2016、Schellnhuber氏資料 https://www.pik-potsdam.de/news/press-
releases/controlled-implosion-of-fossil-industries-and-explosive-renewables-development-can-deliver-on-paris （赤字は環境省加筆）

パリ協定で言及さ
れた気温上昇の幅
（1.5℃・2℃）

1.5℃～2℃の間で転
換する可能性のある
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【気温上昇とティッピングエレメントの変化の関係】



（出所）IPCC AR5 WG1 政策決定者向け要約、WG3 政策決定者向け要約より試算

産業革命前

約2兆トン

残り

約1兆トン

既に排出した分

2℃上昇をもたらす
CO2累積排出量

約3兆トン
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• ここ数年と同じ量のCO2排出が続くと、あと30年で2℃上昇をもたらすCO2累積排出量に到達
する。

• 何も対策をしなければ、更に早まる可能性がある。

2℃上昇までに残されているCO2排出量



• 工業化以前と比べて温暖化を2℃未満に抑制する可能性が高い緩和経路は複数ある。
• これらの経路の場合には、CO2及びその他の長寿命GHGについて、今後数十年間にわたり大

幅に排出を削減し、21世紀末までに排出をほぼゼロにすることを要する。
• このような削減の実施は、かなりの技術的、経済的、社会的、制度的課題を提起し、それらの

課題は、追加的緩和の遅延や鍵となる技術が利用できない場合に増大する。

2100年にCO2換算濃度が約450 
ppm 又はそれ以下となる排出シナリ
オは、工業化以前の水準に対する気
温上昇を21世紀にわたって2°C未満
に維持できる可能性が高い。

これらのシナリオは、世界全体の人為
起源のGHG排出量が2050年までに
2010年と比べて40～70%削減さ
れ 、2100年には排出水準がほぼゼロ
又はそれ以下になるという特徴がある。

（出所）IPCC AR5 SYR SPM3.4
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温暖化を2℃未満に抑制する緩和経路
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左のグラフにおける2100年時点での
排出経路別の年間GHG排出量

【2100年GHG濃度で分類したGHG排出量の推移】

（出所）IPCC AR5 SYR SPM3.4



いぶき（GOSAT）で観測した全球大気平均CO2濃度いぶき（GOSAT）で観測した全球大気平均CO2濃度
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※季節変動を取り除いた
2年程度の平均濃度値

GOSAT観測イメージ図
©JAXA

400.2 ppm
（平成27年12月）

• 地球全体の月別平均CO2濃度は季節変動をしながら年々上昇中。
• 平成27年12月には初めて400 ppmを超過。



２．気候変動に関連する海外・国内の対応
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• 「パリ協定」においては、世界共通の長期目標（long-term temperature goal）として世
界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも２℃高い水準を十分に下回るものに抑えること
が設定されるとともに、世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも1.5℃高い水準までの
ものに制限する努力をすることが規定された。

• また、この長期気温目標を達成するため、世界排出ピークをできるだけ早期にすること、今世紀
後半に温室効果ガスの排出と吸収のバランスを達成するため、急速な削減に取り組むことを目
指すとされた。

• さらに、全ての国が長期の温室効果ガス低排出開発戦略を策定・提出するよう努めることとされ
た。

気候変動に関する政府間取組～COP2１
● ＣＯＰ21（11月30日～12月13日、於：フランス・パリ）に

おいて、 「パリ協定」（Paris Agreement）が採択。
「京都議定書」に代わる、2020年以降の温室効果ガス
排出削減等のための新たな国際枠組み。
歴史上はじめて、すべての国が参加する公平な合意。

●安倍総理が首脳会合に出席。
2020年に現状の1.3倍の約1.3兆円の資金支援を発表。
2020年に1000億ドルという目標の達成に貢献し、合意に向けた交渉を後押し。
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NDC
提出・更新
2025まで

NDC
提出・更新
2030まで

2020年 2023年 2030年2025年 2028年

グローバル

ストックテイク
2023

2015年

（締結時）

各国

世界
全体

促進的
対話
2018

グローバル

ストックテイク
2028

NDC
提出・更新
2020まで
※2

INDC
提出

※1：締結時までに最初のNDC提出。既にINDCを提出した国は、

他に決めない限り本規定を満たす

※2：関連COPの9～12ヶ月前に提出

（NDC
提出
※1）

【参考】上記のほか、下記の規定がある。
・各国は、行動・支援の透明性枠組みとして、少なくとも２年に１回報告・レビュー（NDCの実施状況含む）

気候変動に関する政府間取組～パリ協定における各国目標の強化等
・パリ協定では、透明性のある対策を実施する枠組みとして、下記を規定。

各国は削減目標（NDC)を5年毎に国連に提出し、従来より前進を示す。
長期目標達成に向け世界全体の状況を5年毎に検討し、各国の行動を更新・強化。

・各国は、長期低排出発展戦略を2020年までに提出
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気候変動に関する政府間取組～G7サミット

我々は，この目標に留意し，最新のIPCCの結果を考慮しつつ，今世紀中の世界経済の脱
炭素化のため，世界全体の温室効果ガス排出の大幅な削減が必要であることを強調する。そ
れに応じて，我々は世界全体での対応によってのみこの課題に対処できることを認識しつつ，
世界全体の温室効果ガス排出削減目標に向けた共通のビジョンとして，2050年までに
2010年比で最新のIPCC提案の40％から70％の幅の上方の削減とすることをUNFCCC
の全締約国と共有することを支持する。我々は，2050年までにエネルギー部門の変革を図る
ことにより，革新的な技術の開発と導入を含め，長期的にグローバルな低炭素経済を実現す
るために自らの役割を果たすことにコミットするとともに，全ての国に対して我々のこの試みに参
加することを招請する。このため，我々はまた，長期的な各国の低炭素戦略を策定すること
にコミットする。

＜2015 年のＧ７エルマウサミット＞

＜2016 年のＧ７伊勢志摩サミット＞
我々はまた，世界の平均気温上昇を工業化以前水準と比較して摂氏2度を十分に下回るも
のに抑えること，気温の上昇を，工業化以前の水準と比較して摂氏1.5度までに制限するた
めの取組を追求すること並びに今世紀後半に温室効果ガスについて発生源による人為的な排
出と吸収源による除去との均衡を達成することの重要性に留意しつつ，2020年の期限に十
分に先立って今世紀半ばの温室効果ガス低排出型発展のための長期戦略を策定し，通報
することにコミットする。
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• 世界経済フォーラムは、ビジネス界、政界、学界、社会におけるリーダーが参加し、世界・地域・
産業のアジェンダを形成する国際機関。

• 世界経済フォーラムが発表するグローバルリスクの上位に、「気候変動による災害」 「温室効果
ガスの排出量の増大」といった、気候変動関係のリスクが2011年以降継続して選定。

●発生の可能性が高いグローバルリスクの上位5位（世界経済フォーラム）

（出所）World Economic Forum「第８回グローバルリスク報告書」

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
１ 気象災害 極端な所得格差 極端な所得格差 所得格差 重要な地域に

関する国家間
の対立

大規模な強制
移住

２ 水害 長期間にわたる
財政不均衡

長期間にわたる
財政不均衡

極端な気象現象 極端な気象現象 極端な気象現象

３ 不正行為 温室効果ガス
排出量の増大

温室効果ガス
排出量の増大

失業及び不完全
雇用

国家統治の失敗 気候変動の緩和
と適応の失敗

４ 生物多様性の
喪失

サイバー攻撃 水供給危機 気候変動 国家の崩壊又は
その危機

重要な地域に
関する国家間
の対立

５ 気候変動による
災害

水供給危機 高齢化への対応
の失敗

サイバー攻撃 構造的な失業
及び不完全雇用

重要な自然環境
の大規模破壊

※赤字は気候変動と関連があると思われるリスク

気候変動関連リスクに対する意識
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気候変動リスクを踏まえた世界の動向
• 大幅削減が前提となれば、化石燃料への投資は座礁資産となるリスクがある。
• 海外では既に、大手の金融機関、機関投資家等が、石炭等の化石燃料を「座礁資産」と捉え、

投融資を引き揚げる動き（ダイベストメント）や、保有株式等に付随する権利を行使する等に
より投融資先企業の取組に影響を及ぼす動き（エンゲージメント）を開始。

●2015年6月5日、ノルウェー公的年金基金
（GPFG）※が保有する石炭関連株式をすべ
て売却する方針を、ノルウェー議会が正式に承
認。

※約104兆円（平成27年３月末時点）の資産規模を
有する世界有数の年金基金。我が国の年金積立金管理
運用独立行政法人(GPIF)の資産規模は、約138兆円。

“Aiming for A”
・108の機関（英国地方自治体・英国教会・基

金・保険会社・運用機関・アセットオーナー等）
によるエンゲージメント活動。

ダイベストメント エンゲージメント

・ 2015年の株主総会で株主提案。ＢＰ
98.3%、ロイヤルダッチシェル98.9%の賛成
で可決。

・ BP、ロイヤルダッチシェルに対して、「企業活動
に伴う温室効果ガス排出量の管理」「２０３
５年以降を念頭においた現存資産構成の有
効性分析」等に関する情報開示を要請。
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中央銀行・国際機関における気候変動リスクへの言及

気候変動は以下の三つの経路から金融システムの安定を
損なう恐れがある。
●物理的リスク：異常気象によって銀行や保険会社の資産が直接的

な損害を受ける場合
●信頼性リスク：気候関連の損失補填を求める人々や企業に対し金

融機関やその顧客が将来の法的責任を負う場合
移行リスク：低炭素経済への移行過程で発生する予想外のコスト

金融安定理事会（FSB）議長・英国中央銀行総裁
（Mark Carney）のスピーチ（昨年10月）

FSBは、気候関連財務ディスクロージャータスクフォース(The Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures,TCFD）を設
置。企業が投資家、銀行、保険会社その他関係者へ情報提供する際に
用いるための、任意で一貫性のある気候変動関連金融リスク情報の開
示を進める。

金融安定理事会（FSB）によるタスクフォースの設置（昨年12月）

気候変動リスクに関する情報開示

組織・
プロジェクト

情報開示に関する活動等

カリフォルニア州職
員退職年金基金
（カルパース）等

石油・天然ガス会社に対し気候変
動リスクの公表を義務付けるよう、米
証券取引委員会に要求

上海証券取引所 炭素効率指数「SSE 180 Carbon 
Efficient Index」を公表。炭素効
率が高い企業への投資を促進するも
の。

アリアンツ・
グローバル・
インベスターズ等85
以上の
機関投資家等

世界の証券取引所に対し、上場企
業向けにESGに関する自主的な情
報開示ガイダンスを発行するよう求め
る書簡を提出

CDP
（カーボン・ディスク
ロージャー・プロジェク
ト）

企業に対し気候変動問題への取り組み、
温室効果ガスの排出量等の開示を求
めるプロジェクト
2013年2月1日時点で全世界で722
機関がプロジェクトに賛同し署名している

気候変動リスクを踏まえた世界の動向

社内炭素価格の導入例

会社名 社内炭素価格
Exxon Mobil Corporation US$80

Google Inc. US$14
E.ON SE US$22.45-44.90

Royal Dutch Shell US$40
22（出所）CDP Report 2015



アジア
0.05兆米ドル

（世界の0.2%）
（２年で32％増）

アメリカ合衆国
6.6兆米ドル

（世界の30.8%）
（２年で76％増）

カナダ
0.9兆米ドル

（世界の4.4%）
（２年で60％増）

ヨーロッパ
13.6兆米ドル

（世界の63.7%）
（２年で55％増）

豪州・NZ
0.8兆米ドル

（世界の0.8%）
（２年で34％増）

（出所）Global Sustainable Investment Review 2014（GSIA）より環境省作成

• 中期的な投資リスクを回避するなどの観点から、企業の環境配慮等の要素を考慮して投資を
行う「ESG投資」が世界的に急速に拡大。

• 世界のESG投資運用額は、 2012年の13.3兆米ドルから2014年には21.4兆米ドルへ。２
年でおよそ61%も増加。

地域別のESG投資運用額

気候変動リスクを踏まえた世界の動向
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我が国の削減目標の検討経緯
地球温暖化対策推進大綱（98年6月） 2000年以降、排出量を1990年比で安定化させること等を目標に、各種

施策を規定。2002年3月改定。
地球温暖化対策推進法（98年10月成
立）

京都議定書の採択を受け、我が国が地球温暖化対策に取り組むための基
礎的な枠組みを定めた法律

京都議定書目標達成計画（05年4月閣議
決定）

京都議定書の発効を受け、地球温暖化対策推進法に基づき、6％削減に
向けた具体的施策を規定。2008年3月改定。

美しい星へのいざない「Invitation to 『 Cool 
Earth 50 』」（07年5月）

「世界全体の排出量を現状に比して２０５０年までに半減する」という長期
目標を、全世界に共通する目標とすることを提案

福田内閣総理大臣スピーチ（08年6月） 2050年までの長期目標として、現状から60～80％の削減
麻生内閣総理大臣記者会見（09年6月） 温室効果ガス排出量を2020年に15％削減（2005年比)
国連気候変動首脳会合における鳩山総理大
臣演説 (09年9月)

すべての主要国による公平かつ実効性のある国際的枠組みの構築と意欲的
な目標の合意を前提に温室効果ガス排出量を2020年に25％削減
（1990年比）

第四次環境基本計画 (12年4月閣議決定) 長期的な目標として2050 年までに80％の温室効果ガスの排出削減を目
指す。

革新的エネルギー・環境戦略（12年9月） 2030年時点の温室効果ガス排出量削減量見通し（1990年比）
▲16％～▲23％（GDP成長率1％程度の慎重ケース）
▲ 9％～▲16％（GDP成長率2％程度の成長ケース）

カンクン合意履行のための地球温暖化対策に
ついて（13年11月環境省）

原子力発電による温室効果ガスの削減効果を含めずに、温室効果ガス排
出量を2020年に3.8％削減（2005年比）

日本の約束草案（2015年7月地球温暖化
対策推進本部決定）

温室効果ガス排出量を2030年度に2013 年度比▲26.0%（2005 年
度比▲25.4%）

地球温暖化対策計画（2016年5月閣議決
定）

長期的目標として2050年までに80％の温室効果ガスの排出削減を目指
す。 24



2050年80％削減の長期目標～第４次環境基本計画

「2009 年11 月に発表された気候変動交渉に関する日米共同メッセージにおいて、両国は、
2050 年までに自らの排出量を80％削減することを目指すとともに、同年までに世界全体の排
出量を半減するとの目標を支持することを表明している。
このため、産業革命以前と比べ世界平均気温の上昇を2℃以内にとどめるために温室効果ガ

ス排出量を大幅に削減する必要があることを認識し、2050 年までに世界全体の温室効果ガス
の排出量を少なくとも半減するとの目標をすべての国と共有するよう努める。
また、長期的な目標として2050 年までに80％の温室効果ガスの排出削減を目

指す。
地球温暖化対策は、科学的知見に基づき、国際的な協調の下で、我が国として率先的に取

り組んでいく必要がある。同時に、地球温暖化対策の国内対策は、我が国のエネルギー構造や
産業構造、国民生活の現状や長期的な将来の低炭素社会の姿等を踏まえて組み立てていく
必要がある。」

（第４次環境基本計画（2012年4月閣議決定）より一部抜粋）

• 第４次環境基本計画（2012年4月閣議決定）には「長期的目標として2050年までに
80%の温室効果ガスの排出削減を目指す」と規定された。
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「我が国は、パリ協定を踏まえ、全ての主要国が参加する公平かつ実効性ある国際枠
組みの下、主要排出国がその能力に応じた排出削減に取り組むよう国際社会を主導
し、地球温暖化対策と経済成長を両立させながら、長期的目標として2050年まで
に80％の温室効果ガスの排出削減を目指す。このような大幅な排出削減は、従来
の取組の延長では実現が困難である。したがって、抜本的排出削減を可能とする革新
的技術の開発・普及などイノベーションによる解決を最大限に追求するとともに、国内
投資を促し、国際競争力を高め、国民に広く知恵を求めつつ、長期的、戦略的な取
組の中で大幅な排出削減を目指し、また、世界全体での削減にも貢献していくこととす
る。」

（「地球温暖化対策計画」（2016年５月閣議決定）より一部抜粋）

2050年80％削減の長期目標～地球温暖化対策計画

• 地球温暖化対策の推進関する法律（地球温暖化対策推進法）に基づき策定された地球
温暖化対策計画（2016年５月閣議決定）において、長期的目標として2050年までに
80%の温室効果ガスの排出削減を目指す旨規定された。
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＜第４章 進捗管理方法等＞

＜はじめに＞
○地球温暖化の科学的知見
○京都議定書第一約束期間の取組、2020年までの取組

＜第１章 地球温暖化対策推進の基本的方向＞

＜第２章 温室効果ガス削減目標＞

＜第３章 目標達成のための対策・施策＞

＜別表（個々の対策に係る目標）＞

■目指すべき方向
①中期目標（2030年度26％減）の達成に向けた取組
②長期的な目標（2050年80％減を目指す）を見据えた

戦略的取組
③世界の温室効果ガスの削減に向けた取組

■基本的考え方
①環境・経済・社会の統合的向上
②「日本の約束草案」に掲げられた対策の着実な実行
③パリ協定への対応
④研究開発の強化、優れた技術による世界の削減への貢献
⑤全ての主体の意識の改革、行動の喚起、連携の強化
⑥ＰＤＣＡの重視

■我が国の温室効果ガス削減目標
・2030年度に2013年度比で26％減（2005年度比25.4%減）
・2020年度においては2005年度比3.8％減以上

■計画期間
・閣議決定の日から2030年度まで

○2020年以降の国際枠組みの構築、自国が決定する
貢献案の提出

■国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的役割
■地球温暖化対策・施策
○エネルギー起源ＣＯ２対策
・部門別（産業・民生・運輸・エネ転）の対策

○非エネルギー起源ＣＯ２、メタン、一酸化二窒素対策
○代替フロン等４ガス対策
○温室効果ガス吸収源対策
○横断的施策
○基盤的施策

■公的機関における取組
■地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項
■特に排出量の多い事業者に期待される事項
■国民運動の展開
■海外での削減の推進と国際連携の確保、国際協力の推進
・パリ協定に関する対応
・我が国の貢献による海外における削減

－二国間クレジット制度（ＪＣＭ）
－産業界による取組
－森林減少・劣化に由来する排出の削減への支援

・世界各国及び国際機関との協調的施策

■地球温暖化対策計画の進捗管理
・毎年進捗点検、少なくとも３年ごとに計画見直しを検討

■エネルギー起源ＣＯ２
■非エネルギー起源ＣＯ２
■メタン・一酸化二窒素

■代替フロン等４ガス
■温室効果ガス吸収源
■横断的施策

地球温暖化対策計画の全体構成
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Science Based Targets

28

・ CDP、国連グローバル・コンパクト、WRI、WWFによる共同イニシアチブ。世
界の平均気温の上昇を「2度未満」に抑えるために、企業に対して、科学的な知
見と整合した削減目標を設定することを推奨。

・ 目標が科学と整合(2℃目標に整合)と認定されている企業は18社（2016年7月21
日現在）

AMD，Autodesk，Coca-Cola Enterprises，Coca-Cola Hellenic Bottling Company 
AG，Dell，Enel，General Mills，Host Hotels & Resorts，International Post 
Corporation，Kellogg Company，NRG，Pfizer，PostNord，Procter & Gamble 
Company，Proximus，Sony，Thalys，UBM

【目標が科学と整合と認定されている企業】全18社

例１）Kellogg Company：食料品１トン生産当たりCO2排出量を2050年までに2015年比65%削減。ま
たサプライチェーンでの排出を2015年比50%削減。

例２）Enel（イタリアの電力会社）：2050年にカーボンニュートラルで活動できるように2020年までに1300万
kWの火力発電を廃止。

例３）Sony：2050年までに環境フットプリントをゼロに削減するという長期ビジョンを持つ。2050年までにスコー
プ1,2,3における排出量を2008年比90%削減。

（出典）Science Based Targetsホームページ資料より作成
http://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/



統合報告書のキーメッセージ
• 事業運営を100％再生可能エネルギーで賄うことを目指す企業組織として2014年に結成。
• 2016年7月現在、RE100には製造業、情報通信業、小売業などに属する全68社が参画し

ており、欧米諸国に加えて中国・インドの企業も含まれる。
• 各社は再生可能エネルギーの導入実績を毎年、CDP気候変動質問書を通してRE100に報

告。その結果が「RE100 Annual Report」に公表される。

RE100について

参画企業 本部 再エネ100%
達成目標年

達成進捗
(2014年) アプローチ

Microsoft 米国 2014年 100% キーチ風力発電プロジェクト（テキサス州、110MW）からの
電力購入 など

IKEA オランダ 2020年 67% 世界の自社建物に計70万基以上の太陽光パネルを設置
など

Nestlé スイス - 5% カリフォルニア自社工場の電力需要の30%を賄う風力タービン
の導入 など

BMW Group ドイツ - 40% ライプツィヒ（ドイツ）に自社工場製造プロセスに必要な電力
を賄う風力タービンを4基建設 など

P&G 米国 - - ジョージア州に500MWのバイオマスプラントを導入 など

Elion Resources
Group 中国 2030年 27% 庫布斉砂漠に110MWの太陽光パネルを導入、余剰電力を

系統へ向けて販売 など

Infosys インド 2018年 30% 国内の自社キャンパスに計3MWの太陽光パネルを導入 など

（出所）RE100ホームページ（http://there100.org/）及び RE100 Annual Report 2016より作成

【RE100に参画する主な企業のアプローチ】
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• 平成27年9月16日、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が国連責任投資原則
（PRI）に署名。

• 今後、国内の他の年金基金にもこうした動きが拡がる可能性。

GPIF

地方公務員
共済組合連合会

企業年金連合会

【PRIとは？】
●投資家の意思決定プロセ

スにESGの視点を組み入
れるための原則。2006年
に、UNEP－FIと国連グ
ローバルコンパクトが主導し
て策定。

●PRI署名機関は、2016
年6月末時点で1,515機
関（うち日本は45機関）
となり、さらに増加中。

平成27年9月27日 国連サミット
安倍総理大臣ステートメント（抄）

…この度、世界最大、１兆ドル規模の年金積立金を
運用する我が国のGPIFが、国連の責任投資原則に
署名しました。これは、持続可能な開発の実現にも貢
献することとなるでしょう。

【PRI署名年金基金と資産規模】

（出所）JSIF資料。環境省修正。

（出所）外務省ホームページ

公的年金によるPRI署名

国連責任投資原則（PRI）
1.私たちは投資分析と意志決定の
プロセスにESGの課題を組み込みま
す。

4.私たちは、資産運用業界において
本原則が受け入れられ、実行に移
されるように働きかけを行います。

2.私たちは活動的な（株式）所有
者になり、（株式の）所有方針と
（株式の）所有慣習にESG問題
を組み入れます。

5.私たちは、本原則を実行する際の
効果を高めるために、協働します。

3.私たちは、投資対象の主体に対し
てESGの課題について適切な開示
を求めます。

6.私たちは、本原則の実行に関する
活動状況や進捗状況に関して報
告します。
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• 環境省の支援のもと平成23年10月に採択された「21世紀金融行動原則」には、現在、229
の金融機関等が署名。５つのワーキンググループの活動等を通じ、環境金融の取組の輪を広げ
る。

【21世紀金融行動原則】
１．自らが果たすべき責任と役割を認識し、予防的アプローチの視点も踏まえ、

事業を通じ最善の取組を推進
２．金融商品・サービスの開発・提供を通じ、持続可能なグローバル社会の形成に貢献
３．地域コミュニティの持続可能性をサポート
４．多様なステークホルダーが連携において

主体的な役割を担う
５．環境負荷の軽減に積極的に取り組み、

サプライヤーにも働き掛ける
６．取組みの情報を開示する
７．役職員の意識向上を図る

【平成27年度定時総会の様子】

●こうした機関投資家や金融機関の動きは、金融を通じて、投資先企業の
行動を環境に配慮したものへ変化させる強力なインセンティブとなる。

21世紀金融行動原則
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ふつうの米

高温で

～地球温暖化対策推進法の一部改正を出発点として～

電気事業分野の地球温暖化対策【9】

◎まずはみんなで始めよう!!

地球温暖化対策計画・政府実行計画【8】

長期低炭素ビジョンの策定【6】
◎2050年の社会を共有しよう!!

◎低炭素な技術と投資で未来を創り出そう!!

気候変動の影響への適応計画【10】

低炭素な投資を進める【5】暮らしを支える
未来の技術を創る【4】

• パリ協定の採択（平成27年12月）を受け、その実施に向けて、世界が新たなスタートを切る年。
• 自分たちの子供や孫たちの世代が健やかで豊かな生活を営むことができるよう、我が国としても2050年

80％削減を目指し、今から具体的なアクションを起こすことが必要。環境省のイニシアティブで国内外をリー
ドし、社会構造のイノベーションを実現。

一人ひとりの
取組【1】

海外・世界
での取組【3】

まち・ふるさと
での取組【2】

適応
計画

緩和
計画 気候変動の

実態把握
【11】

パリ協定の
署名・締結
に向けて【7】

2030年
26％削減

2050年
80％削減
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パリ協定から始めるアクション50-80 ～地球の未来のための11の取組～



３．長期的に温室効果ガス排出の大幅削減に
向かう必要性
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将来のリスク低減

確信度の高い複数の分野や地域に及ぶ主要なリスクとして、以下の8つが挙げられている。
i）海面上昇、沿岸での高潮被害などによるリスク
ii）大都市部への洪水による被害のリスク
iii）極端な気象現象によるインフラ等の機能停止のリスク
iv）熱波による、特に都市部の脆弱な層における死亡や疾病のリスク
v）気温上昇、干ばつ等による食料安全保障が脅かされるリスク
vi）水資源不足と農業生産減少による農村部の生計及び所得損失のリスク
vii）沿岸海域における生計に重要な海洋生態系の損失リスク
viii）陸域及び内水生態系がもたらすサービスの損失リスク

＜気候変動による国家間の関係、安全保障上の脅威（IPCC AR5） ＞
21世紀中の気候変動によって、人々の強制移転が増加すると予測されている
気候変動は、貧困や経済的打撃といった十分に裏付けられている紛争の駆動要因を増幅させることによって、内戦や
民族紛争という形の暴力的紛争のリスクを間接的に増大させうる
多くの国々の重要なインフラや領域保全に及ぼす気候変動の影響は、国家安全保障政策に影響を及ぼすと予想され
る

＜気候変動による主要な8つのリスク（IPCC AR5） ＞

現行を上回る追加的な緩和努力がないと、たとえ適応があったとしても、21世紀末までの温暖化が、深刻で広範にわ
たる不可逆的な影響を世界全体にもたらすリスクは、 高い～非常に高い水準に達するだろう
緩和はコベネフィット及び負の副次効果によるリスクの両方をある程度まで伴う。しかし、緩和によるリスクは、気候変動
による深刻で広範にわたる不可逆的な影響と同程度のリスクの可能性を伴うものではなく、近い将来の緩和努力によ
る便益を増加させる

＜緩和による気候変動リスク低減の必要性（IPCC AR5） ＞

• IPCC AR5によると、緩和努力がなければ、広範囲な将来の気候変動リスクが生じるおそれ
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我が国の温室効果ガス排出量

＜国別温室効果ガス排出量（1990・2010年）＞

1990年 320億トン-CO2 2010年 447億トン-CO2

（出所）IEA “CO2 Emissions From Fuel Combustion (2015 Edition)”より作成
※CO2 Otherを除く。

• 2010年における日本の温室効果ガス排出量は世界5位

中国
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米国
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インド
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（出所）「UNFCC各国インベントリデータ」「IMF-WORLD ECONOMIC OUTLOOK DATABASE, 2015」より作成

• OECD諸国で日本より一人当たりGDPが多い国（高所得国）において、2000年から各国の
最新のデータが揃う2012年における経済成長率とGDP当たりの温室効果ガス排出量の変化
率との関係をみると、両者に一定の相関関係が認められる。

• 2000年くらいまでは我が国のGDP当たりの温室効果ガス排出量は、世界トップクラスの水準。
しかし、現在は、近年の停滞が影響し、高所得国の中では「中の下」程度に落ち込んでいる。

GDP当たり温室効果ガス排出量の推移（CO2ｇ／米ドル）

震災前の2010年は日本は237CO2g/米ドル

温室効果ガス削減

経
済
成
長

GDP当たりの温室効果ガス排出量と経済成長
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化石燃料への依存
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• 我が国のエネルギー自給率は現在6%（2014年）。化石燃料輸入額は16兆円でGDPの
3%（2015年度）を占めている。

• 化石燃料から再生可能エネルギーへのシフトは、温室効果ガス排出量の削減とともに、化石燃
料の輸入の低減により我が国の化石燃料依存の低下に繋がる。
【エネルギー国内供給構成及び自給率の推移】 【化石燃料輸入額の推移】
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我が国の貿易収支
• 貿易収支は震災以降、赤字で推移。その主因は鉱物性燃料（化石燃料）の輸入額増加。

【製品別貿易収支額の推移】

（出所）財務省「貿易統計」より作成
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•国防総省が、累次の「4年ごとの国防見直し（QDR）」、「気候変動適応ロー
ドマップ」等において、気候変動が米国の安全保障に与える影響を分析。対応
のための行動・計画を取りまとめ。

•ホワイトハウス「国家安全保障戦略（2015）」において、気候変動を８つの
最重要戦略的リスクの１つに挙げ、「気候変動は、自然災害の増加、難民の
流入、食料や水等の必需品を巡る衝突を引き起こす、国家安全保障への緊
急かつ増大しつつある脅威である。」と記述。

米国

•2007年の国連安全保障理事会における議論を主導。
•「国家安全保障戦略」において、気候変動が、世界の安定性と安全保障、
そして国家の安全保障への最大の脅威となる潜在的可能性がある旨を記述。

•2015年11月23日に、下院で 「国家安全保障戦略および国家安全保障・
防衛戦略大綱」を発表。重要で対処が必要なリスクの1つとして記述。

•国連では、2007年に安全保障理事会が初めて気候変動をテーマに議論。以
降、隔年で総会又は安保理において、テーマ別討議等が実施されている。

•2015年のG7外相会合コミュニケに基づき、G7「気候変動と脆弱性」作業部
会を設置。作業部会が2016年4月に公表した報告書では、シンクタンク等の
研究チームによって気候脆弱性リスクを外交政策の優先課題とすること等を提
言されていたことも受けて、G7各国が自国政府内の能力構築や省庁横断的
な取り組みを促進すること等を提言。

英国

マルチの
フォーラム

気候変動と安全保障
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４．長期的な戦略の策定について
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国・地域 EU 英国 ドイツ フランス 米国
2050年
目標

80～95％削減
(90年比)

80%以上削減
(90年比)

80～95％削減
(90年比)

4分の1に削減
(90年比)

80%削減

策定根拠・
策定年

2009年
欧州理事会（首脳
級）による目標の設定

2011年
目標を再確認

気候変動法（Climate 
Change Act 2008）
(2008)

Energy Concept (2010)
※ 経済エネルギー省及び環境省

が策定、連邦政府が承認

グリーン成長のためのエネルギー
移行法（Energy 
Transition for Green 
Growth Act） (2015)

気候変動交渉に
関する日米共同
メッセージ
(2009.11)

対策・施策
の例

Roadmap for 
Moving to a 
Competitive Low 
Carbon Economy 
in 2050やEnergy 
Roadmap 2050等
の推進。

低炭素技術普及に向
け、ETSや税の重要
性について言及。

【対策・施策の例】
• 電力に占める低炭素

技術の比率を2050
年にほぼ100%に。

• 自動車の燃費改善・
交通流対策。

• 2021年以降の新築
建物はほぼゼロエネル
ギー化。

• 産業部門での2035
年以降の大規模な
CCS導入。

気候変動法で、5年間に排出
される温室効果ガスの上限値
「カーボンバジェット」を第5期
（-2032）まで設定。

気候変動法に基づくCarbon
Plan（2011）を推進。

気候変動法では、当局が排
出量取引制度に向けた準備
できるとの記載。

【対策・施策の例】
• 2050年の電力需要は07年比

で30～60％増加するが、再エ
ネ・原子力・CCS火力の低炭
素電力により供給される。

• 2050年までに建築物からの排
出ほぼゼロ（エネルギー消費削
減と冷温熱供給の脱炭素化）。

• 2050年までに、乗用車と貨物
車のほとんどが超低排出車。

省エネ：2050年に一次エネル
ギー消費50%減、電力消費
25％減（いずれも08年比）。

再エネ：2050年に、発電のう
ち再エネの割合を80%に、最
終エネルギー消費のうち、再エ
ネの割合を60%に。

EUのエネルギー政策との統合
に関して、EU-ETSに言及。

新たな長期計画（Climate 
Action Plan 2050）策定中。
2016年内の成立を目指す。

【対策・施策の例】
• 2050年の建物物からの排出を

ほぼClimate-neutralに（エ
ネルギー消費の大幅削減、残り
は再エネによる供給）。

• 2050年の運輸部門の最終エ
ネルギー消費を05年比40%
減（再エネ電力による電気自
動車と燃料電池自動車、及び
バイオ燃料の利用）。

省エネ：2050年の最終エネ
ルギー消費を2012年比で
50%減。

エネルギー移行法に基づき、
温室効果ガス削減目標の達
成に向けた包括的枠組みと
部門別戦略を定めた「国家
低炭素戦略」（SNBC）と、
「カーボンバジェット」を第３期
まで（-2028）設定。

中長期的な投資喚起に向け、
炭素価格を、2020年56€、
2030年100€（１トンCO2
排出量当たり）に引き上げ。
同時に、他の労働や所得に
対する課税を引き下げ。

【対策・施策の例】
• 2050年までに全ての建物が

低エネルギー消費ビル(LEB)
基準に適合。

2016年に長期
の発展戦略
（long-term 
low greenhouse 
gas emission 
development 
strategies）を策
定予定。2016年
3月の米加共同
声明にて表明。

各国の長期的な戦略の策定状況
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• 各国の2050年の温室効果ガス削減目標をベースとして、人口一人当たりGHG排出量及び
GDPあたりGHG排出量を算定すると以下のとおりであり、各国とも温室効果ガスの長期大幅削
減を目指している。

各国の2050年温室効果ガス削減目標の水準
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（出所）UNFCCC各国インベントリデータ、各国削減目標、各国人口推計値に基づき推計 （出所）UNFCCC各国インベントリデータ、各国削減目標、IEA、OECDに基づき推計
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• 我が国を代表する様々な企業も2050年をターゲットとした長期ビジョンを策定。

サントリー
「環境ビジョン2050」

・ 事業活動における環境負荷
（自社工場での水使用、バリュー
チェーン全体のCO2排出）を
2050年までに半減

大林組
「グリーンビジョン2050」

ブリヂストン
「Ready for 2050」

リコー
「長期環境ビジョン」

・ 2050年度に先進国・新興国
を含むグループ全体で、
「グローバル目標への貢献
（50%以上削減）」

・ グループライフサイクルでのCO2
排出総量(5ガスのCO2換算値を
含む)を、2000年度比で2050年
までに87.5％削減

・ 自社施設の低炭素化や低炭素
型の施工など直接的な貢献で
2050年までに85%削減

・技術や資材の開発、省エネ建設
の提案など間接的な貢献で
2050年までに45%削減

トヨタ
「環境チャレンジ2050」

・ 新車CO2排出を2050年までに
2010年比90％低減

・ ライフサイクルCO2ゼロ
・ 工場CO2排出を2050年にゼロ

＜長期ビジョンを策定している企業例と主な取組＞

（出所）各社HPから環境省作成

国内企業の2050年に向けた長期的戦略

ソニー
「Road to Zero」

・ 自らの事業活動および製品の
ライフサイクルを通して、環境負
荷をゼロにする（達成年2050
年）
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地方公共団体の2050年に向けた長期的戦略

富山市
「環境モデル都市行動計画」

長野県
「環境エネルギー戦略」

2050年目標（1990年比）
・ 温室効果ガス ▲80%
・ 最終エネルギー消費量 ▲40%
・ 自然エネルギー発電 ＋800%

（設備容量ベース，2010年比）

北九州市
「環境モデル都市行動計画」
（グリーンフロンティアプラン）

2050年目標（2005年比）
・ CO2排出量 ▲50%
（基本方針：「公共交通を軸と

したコンパクトなまちづくり」）

名古屋市
「低炭素都市2050なごや戦
略」
2050年目標（1990年比）
・ 温室効果ガス排出量 ▲80%

横浜市
「横浜市地球温暖化対策実
行計画」

2050年目標（2005 年度）
・温室効果ガス排出量▲80％

• 様々な地方公共団体も2050年をターゲットとした長期ビジョンを策定。

＜長期ビジョンを策定している地方公共団体の例＞

（出所）各地方公共団体HPから環境省作成

2050年目標（2005年比）
・ 市内CO2排出量 ▲50%
（▲830万トン）

・ アジア地域 ▲2,340万トン

宝塚市
「エネルギー2050ビジョン」

2050年目標
・ 家庭用電力・熱
再エネ自給率▲50%

・ 家庭・業務・産業電力・熱
再エネ活用率▲100%
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５．2050年以降に想定される社会の姿

45



0

   10

   20

   30

   40

   50

   60

   70

   80

   90

   100

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

オセアニア

北米

中南米

欧州

アジア

アフリカ

世界2050年の人口（国連推計）

（出所）国連「 World Population Prospects 2015 Revision」より作成
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• 2050年の世界の人口は97億人（2015年比1.3倍）。うち、アジアの人口が53億人。

人
口

（
億

人
）

46



世界2050年にかけての経済成長（世界エネルギー機関想定値）

【世界の実質GDPの年平均成長率（％／年）】

• 世界全体の実質GDPについてIEA（2016）では、2050年までの年平均成長率を3.2%想
定しているため、2050年の実質GDPは2013年比で約3倍。

（出所）IEA「Energy Technology Perspectives 2016」より作成 47

2013-20 2020-30 2030-50 2013-50
世界全体 3.7 3.8 2.8 3.2
OECD 2.2 2.0 1.6 1.8
Non-OECD 4.9 4.9 3.3 4.1
ASEAN 5.3 4.8 3.4 4.1
ブラジル 1.4 3.9 2.8 2.8
中国 6.5 5.3 2.7 4.1
EU 1.9 1.8 1.5 1.6
インド 7.5 6.6 4.5 5.6
メキシコ 3.3 3.5 2.3 2.8
ロシア 0.2 3.5 2.1 2.1
南アフリカ 2.3 2.9 2.5 2.6
米国 2.5 2.0 1.8 2.0



世界の2050年のエネルギー消費・CO2排出量（１）
• 世界エネルギー機関(IEA)の２度シナリオにおいては、2050年のどの部門においても化石燃料

の割合が大幅に減少し、電力の割合が増加している。

（出所）IEA「Energy Technology Perspectives 2016」より作成
* 民生部門他：家庭部門、業務部門、農業部門、分類不可の合計

【運輸部門】【産業部門】 【民生部門他*】
世界の2050年最終エネルギー消費量
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• CO2回収については、 ２度シナリオにおいて全世界で61億トンが見込まれている。
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日本2050年の人口 （国立社会保障・人口問題研究所推計）

• 2050年の日本の人口は9,708万人（出生中位・死亡中位）。65歳以上は38.8%。

（出所）厚生労働省「高齢社会白書」（2016）

【日本の人口構成（実績・将来）】
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日本2050年の東京圏の高齢人口 （国土交通省「国土のグランドデザイン2050」 ）

• 東京圏においても高齢人口、高齢化率が2050年にかけて東京圏で顕著に増加。

【高齢人口（ 65歳以上人口）】
（2000年=100）

【高齢化率（ 65歳以上人口比率）】

（出所）国土交通省「国土のグランドデザイン2050」（2014）
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日本2050年の人口分布 （国土交通省「国土のグランドデザイン2050」）
• 人口が半分以下になる地点が現在の居住地域の６割以上を占める（現在は約５割）。
• 人口規模が小さくなるにつれて人口減少率が高くなる傾向が見られ、特に、現在人口１万人

未満の市区町村ではおよそ半分に減少。

（出所）国土交通省「国土のグランドデザイン2050」（2014）

【1km2毎の2050年人口増減状況】
（2010年=100）

【2050年人口増減割合別地点数】

【市区町村人口規模別人口減少率】
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日本2050年の社会資本整備費 （国土交通省推計）

• 高度成長期にあるインフラが今後20年間で、建設後50年以上経過する施設の割合が加速
度的に高くなる見込みである。維持管理・更新費が大幅に増加する恐れがある。

（出所）国土交通省「平成21年度国土交通白書」

【社会資本の維持管理・更新費（従来通りに維持管理・更新をした場合）】
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（出所）内閣府「「選択する未来」委員会報告＜参考資料集＞」 （2014年）

日本2050年の経済 （内閣府「「選択する未来」）

• 人口規模を1億人程度で安定化させ、生産性を世界トップレベルの水準に引き上げることがで
きれば、人口が減少し生産性が停滞した場合に比べて、長期的には２％ポイント以上経済成
長率を押し上げることも可能であるとしている。

【実質GDP年平均成長率】
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2050年を見据えた技術開発 （内閣府「エネルギー・環境イノベーション戦略」）
• 「超スマート社会」（Society 5.0）の到来によって、エネルギー・システム全体が最適化される

ことを前提に、2050年を見据え、削減ポテンシャル・インパクトが大きい有望な革新的なエネル
ギー・環境技術を特定。

（出所）内閣府「「エネルギー・環境イノベーション戦略」の概要」（2016）

【削減ポテンシャル・インパクトが大きい有望な革新的なエネルギー・環境技術】
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（参考）超スマート社会・Society 5.0
• 超スマート社会とは、必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社

会の様々なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性
別、地域、言語といった様々な違いを乗り越え、活き活きと快適に暮らすことのできる社会。
（第５期科学技術基本計画）

• 第５期科学技術基本計画では、ICTを最大限に活用し、サイバー空間と現実世界とを融合さ
せた取組により、人々に豊かさをもたらす「超スマート社会」を未来社会の姿として共有し、その
実現に向けた一連の取組を更に深化させつつ「Society 5.0」（※）として強力に推進すること
としている。

（※）狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続くような新たな社会を生み出す変革を科学技術イノベーションが先導していく、
という意味を持つ

平成28年版科学技術白書では、我
が国が世界に先駆けて抱える課題に
対して、科学技術イノベーションがどの
ように貢献できるのか、現在の20年後
にあたる2035年頃の未来像について、
ある家族（増田家）を主人公として
構想。

【超スマート社会の姿】

（出所）文部科学省「平成28年版科
学技術白書 概要版」



参考資料
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EU低炭素経済ロードマップ 2050
概要 2011年3月8日、欧州委員会は、EUが2050年までに低炭素経済に移行する道筋を描いた「低炭素経済ロードマップ2050（Roadmap for 

Moving to a Competitive Low Carbon Economy in 2050）」を発表。
2050年までに温室効果ガス（GHG）を1990年比で80～95％削減するためのシナリオを提示。
2050年の目標達成に向けて、2030年に1990年比40％減、2040年に60％減が費用効率的な削減経路との結論。

削減目標

（現状）1990年5,666MtCO2/年、2014年4,282MtCO2/年
※出所：EEA Report No 15/2016

（目標）1990年比2050年80～95％削減
（2030年40％削減、2040年60％削減も併記）

（出所）A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0112

各国編

図：EU27ヶ国の2050 年までのGHG排出シナリオ
（1990 年＝100%）

部門別削減量（1990年比） 2030年 2050年
合計 ▲40～▲44% ▲79～▲82%
部門別 電力（CO2） ▲54～▲68% ▲93～▲99%

産業（CO2） ▲34～▲40% ▲83～▲87%
交通（航空部門CO2含む、海運除く） ＋20～▲9% ▲54～▲67%
住宅・サービス（CO2） ▲37～▲53% ▲88～▲91%
農業（非CO2） ▲36～▲37% ▲42～▲49%
その他非CO2 ▲72～▲73% ▲70～▲78%

太陽光技術などを中心に既存技術の幅広い開発が必要になる。
EU-ETSが低炭素技術の推進の鍵となる。そのために十分な炭素の価格シグナルと長期的な見通しが必要で、EU-ETS第3フェーズにおける排出枠
（キャップ）の再検討を含めた措置が必要となる。
このほか再生可能エネルギーの利用拡大に伴い、電力の安定供給にはネットワーク（スマートグリッド）への投資が鍵となる。
詳細なシナリオは、「Energy 2050 Roadmap」に記載。

発電部門の主な戦略

（目標）2050年にGHG排出量は1990年比で93～99%減、再エネの占める割合はほぼ100％
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車両効率化、クリーンなエネルギー利用、ネットワークの効率利用と情報通信システムの安全及び確実な運用の3 点が主な要素。
2025年までは燃料効率化の向上にとどまるものの、渋滞税や大気汚染規制、インフラに対する料金導入、公共交通機関の改善、CO2基準や課税制度
等により、プラグインハイブリッド車や電気自動車などの大幅普及を促し、2030年の排出量は1990年以下となる可能性がある。
2030年以降は、航空分野や貨物輸送分野において、持続可能なバイオ燃料（第2世代・第3世代バイオ燃料）利用拡大も期待される。

運輸部門の主な戦略
（目標）2050年にGHG排出量は1990年比で54～67%減（航空部門CO2含む、海運除く）

2010年の「建物のエネルギー性能に関する指令」において、2021年以降の新築建築物をほぼゼロエネルギーとすることを義務付けた。また、2011 年2月
の欧州理事会で、2012年以降、各国が公共調達にエネルギー効率化基準を盛り込むことを決定した。
建物のエネルギー効率化は、低コストで短期間にCO2を削減出来るが、最大の課題は、既存建築物の改装・改築の際の資金調達。今後10 年間で建
物の省エネに必要な投資額を最大 2,000 億EURに拡大する必要があると推計している分析もある。

住宅・サービス部門の主な戦略
（目標）2050年にGHG排出量は1990年比で88～91%減

工業プロセスや設備のエネルギー効率の改善、リサイクルの拡大、非CO2削減等による大幅削減を見込む。
2035年以降はCO2回収・貯留（CCS）の大規模な展開が必要となり、年間100億EURを超える投資を伴う。さらに、エネルギー集約型産業を中心に
炭素リーケージのリスクに取り組むための追加投資も必要であり、EUの措置がこうした産業の競争力に与える影響を監視・分析すると同時に、炭素リーケー
ジのリスクがある部門のリストを更新していくことが欧州委員会には求められる。

産業部門の主な戦略
（目標）2050年にGHG排出量は1990年比で83～87%減

肥料の効率的な利用や有機肥料のバイオガス化、肥料管理の改善、飼料の改善、生産の多様化・商業化、家畜生産性の向上等が必要。農業・林業
の改善は、土壌や森林の炭素捕捉能力を高める。草原の維持、湿地帯や泥炭地修復、有機農業、森林の浸食低減等の措置により達成される。
なお、2030 年以降は、世界の人口増に伴う農業生産拡大のため、農業部門での排出削減ペースは落ちると予想され、2050年にはEUの全排出量に
占める農業部門の割合は3分の1（現在の3倍）となる。このため農業部門での削減を達成しなければ、他の部門が削減を迫られコスト増につながる。

農業部門の主な戦略
（目標）2050年にGHG排出量は1990年比で42～49%減

（出所）A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0112 59



2008年気候変動法に基づき、第5期（2028～2032年）の炭素予算が、
2016年6月30日に決定。
気候変動委員会の助言を踏まえ、1990年比56.9％削減の1,725MtCO2
（5年間）。ETS対象が590Mt-CO2、非対象が1,135Mt-CO2。

英国 炭素計画（The Carbon Plan）
根拠法 2008年気候変動法で下記が定められている。

（第1条）温室効果ガスを2050年に1990年比で少なくとも80％削減する
（第4条）温室効果ガス排出量の上限値、炭素予算（Carbon Budget）を5年毎に設定する
（第13・14条）炭素予算を踏まえ、達成に向けた政策を提案する

概要 2011年6月の第4期（2023～2027年）炭素予算決定を踏まえて、同年12月にHM Governmentが発表。
気候変動とエネルギーセキュリティーという、英国が抱える2つの課題に向けた方策を提示。
2050年に80％削減を達成する4つのシナリオ（原子力・CCS・再エネが同程度導入されるシナリオ、再エネ・省エネ進展シナリオ、CCSバイオ進
展シナリオ、原子力拡大・省エネ低位シナリオ）について分析を実施。
下記5つを原則とする。1)費用効率的な排出削減、2)イノベーション促進に向けた技術間の競争促進、3)長期的な政策シグナルの提供、4)新
技術に対する投資障壁の解消、5)公平な費用負担。

削減目標とカーボンバジェット

（現状）1990年807MtCO2/年、2013年576MtCO2/年
（1990年比29％減）
出所：National Inventory Submissions 2015

（目標）1990年比で2050年に80％減

（出所）HM Treasury（2011）The Carbon Plan

（MtCO2） 第1期
(2008-
2012)

第2期
(2013-
2017)

第3期
(2018-
2022)

第4期
(2023-
2027)

割当量 3,108 2,782 2,544 1,950
EU-ETS 対象
EU-ETS非対象

1,233
1,785

1,078
1,704

985
1,559

690
1,260

1990年比 ▼23% ▼29% ▼35% ▼50%

（参考）第5期炭素予算（2016年6月30日発表）

計画中の政策を加味したケース

近年の政策を加味しない
ケース表：炭素計画（2011）におけるカーボンバジェット

図：排出量と炭素予算の将来推移

出所：Impact Assessment of the level of the fifth carbon budget
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燃料転換・省エネによりエネルギー強度が最大40%減。エネルギー需要の半分以上はバイオ燃料及び電力により供給。
産業CCSの導入：2050年には産業の二酸化炭素排出のおよそ1/3程度を回収。第4期（2023-2027）に、アンモニア製造等の回収費用が安い部
門にてCCSの導入が開始。

産業部門の主な対策

（目標）2050年までに産業全体からの排出量を70％削減

需要側の電化により2050年の電力需要が2007年比で30～60％増加するが、再エネ・原子力・CCS火力の低炭素電力により供給される。
電力需要の時間変動拡大に伴い、電力需給のよりスマートな調整が必要。
CCS・バイオ進展シナリオでは、BECCS（Bioenergy with CCS）によって発電部門の排出がマイナスに。

発電部門の主な対策

（目標）2050年までにほぼ完全に脱炭素化

廃棄物の発生抑制：設計・製造段階での予防、リユース、リサイクル
埋立地からのメタン削減：埋立税の引上げ、木質廃棄物等の埋立の制限
廃棄物のエネルギー回収：Review of Waste Policy Action Planや再生可能エネルギーロードマップを通じた取組み

廃棄物部門の主な対策

（出所）HM Treasury（2011）The Carbon Plan

2050 年にはほぼ全ての乗用車・バンが超低排出車（ULEV）に。2040年までに新車平均排出量はほぼゼロ。
高速鉄道による輸送容量の拡大・接続性向上
公共交通機関・自転車・徒歩の選択、輸送の効率化、国内航空・船舶の対策、バイオ燃料利用

輸送部門の主な戦略

エネルギー需要の削減：熱利用のスマート化、スマートメーター、照明・電気機器の省エネ化、給湯の効率的利用
エネルギーの低炭素化：ガス・石油ボイラーからヒートポンプへの移行、熱供給網・CHPの利用

建築物部門の主な戦略

（目標）2050年までに建築物からの排出をほぼゼロ
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ドイツ Energy Concept
根拠法 2010年９月に、連邦経済技術省（BMWi）と連邦環境省（BMU）が長期のエネルギー戦略「Energy Concept」を発表。同国のエネル

ギー政策の基盤（basis）との位置付け。
概要 2050年までの長期のエネルギー戦略を示す。温室効果ガス削減目標や再生可能エネルギーの利用等に関する目標を定めるとともに、部門別の

対策事例を示す。主要な指標については、2050年の値に加え10年ごとの到達目標を提示している。
3年に1度、各目標の進捗状況の評価を実施する。社会経済への影響については、「ドイツ企業の国際競争力に受入れ難い不利な状況をもた
らすことがあってはならない。また、気候変動対策は、新技術の開発とマーケティングにおける競争を促進すると考えられる」との見解。

（出所）BMWi , BMU (2010) Energy Concept

温室効果ガス削減目標

（現状）1990年1,250MtCO2/年、2013年952MtCO2/年（1990年比24％削減）
※出所：National Inventory Submissions 2015

（目標）1990年比2050年80～95％削減（2020年40％削減、2030年55％削減、2040年70％削減も併記）

洋上・陸上風力の拡大、バイオエネルギーの利用、送電インフラの改修、蓄電容量の拡大。
2010年当時の発表内容には、原子力発電をブリッジングテクノロジーとして活用する旨が記載されているが、2011年の福島第一原発事故を受けて、
2022年までに全ての原発を閉鎖することが決定している。

エネルギー部門の主な対策

◆最終エネルギー消費に占める再エネの割合
2050年60％（2020年18％、2030年30％、2040年45％も併記）
◆発電に占める再エネの割合
2050年80％（2020年35％、2030年50％、2040年65％も併記）
◆一次エネルギー削減率（2008年比）
2050年50％削減（2020年20％削減も併記）
◆電力消費削減率（2008年）
2050年25％削減（2020年10％削減も併記）
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エネルギー消費の大幅削減、残りは再エネによる供給により、2050年の建物物からの排出をほぼClimate-neutralに。
2050年までに一次エネルギーを80％程度削減。（基準年は明記せず）
新築建築物については2020年までにClimate-neutralにし、既存建築物については、改修を促す経済的インセンティブを構築する。

建築物部門の主な対策

1) 欧州全体のグリッド開発、2) 電力・ガスの欧州域内市場、3) EU-ETS、4) EUレベルの省エネ規則、5) グリーン電力のマーケティングと電力の
ラベリング、6) 欧州及び地中海における再生可能電力、7) 資源の安全保障、に関して欧州諸国と連携する。
R&Dへの資金提供を通じ、ドイツ企業の技術マーケットでの主導的ポジションを強化する。
消費者に向けて製品のエネルギーラベリングを行う、「持続可能なエネルギー供給」についての情報提供を行う。

部門横断的な戦略の例

再エネ電力による電気自動車と燃料電池自動車の利用。
自動車、鉄道、船舶におけるバイオ燃料の利用。
EU-ETSを通じた、航空部門におけるエネルギー効率改善とバイオ燃料の利用。
貨物輸送における鉄道の利用促進。

輸送部門の主な対策

ドイツ商工会議所（Association of German Chambers of Commerce and Industry ）の進める省エネプロジェクトClimate 
Protection and Energy Efficiency Partnershipの支援などを通じた、企業の省エネ促進。
鉄鋼、セメントなど、エネルギー集約部門などにおけるCCSの活用。

産業部門の主な対策

（目標） 2050年の運輸部門の最終エネルギー消費を05年比40%減（2020年10％削減も併記）

（出所）BMWi , BMU (2010) Energy Concept

（目標） 建築物の改修率（ストック当たり）を、現在の毎年1％から2％に引き上げる。
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温室効果ガス削減目標を達成するため、2028年までの国全体の排出量
上限値（カーボンバジェット）を設定。
5年毎（第1期は4年後）に達成状況を検証。

フランス国家低炭素戦略（SNBC）
根拠法 「グリーン成長のためのエネルギー移行法（LTECV）」（2015年8月発効）第8編第173条に、エネルギー移行を進める上での重要なツールと

して、国家低炭素戦略（Stratégie nationale bas carbone：SNBC）及びカーボンバジェットの制定が位置づけられている。
概要 2015年11月18日、ロワイヤル環境大臣（Ségolène Royal）が国家低炭素戦略を発表し、翌11月19日に公報が発行された。

本戦略は、GHG削減目標（1990年比で2030年40％減、2050年75％減（※））達成に向けた包括的枠組みと部門別の戦略を策定。
（※）2050年に140MtCO2減＝2015年以降年間平均9～10Mtの削減に相当
2019年6月末、その後5年毎に、当該期間のカーボンバジェットの達成状況を踏まえ、SNBCのレビューが行われる。

削減目標

（現状）1990年552MtCO2/年、2013年492MtCO2/年
（目標）1990年比で2030年に40％減、2050年に75％減（※）

（※）2015年以降年間平均9～10Mtの削減に相当

カーボンバジェット
（目標） 第1期（2015-2018年）442MtCO2/年（※）

第2期（2019-2023年）399MtCO2/年
第3期（2024-2028年）358MtCO2/年

（※）そのうちEU-ETS対象企業（航空除く）が110MtCO2/年

輸入化石燃料低減によるエネルギー債務削減
今後20年間のGDP成長
2015年から2035年の間に年間平均100,000～350,000人の新規
雇用の創出

エネルギー移行による雇用への影響

（出所）フランス環境省ホームページ『国家低炭素計画』 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-bas-carbone.html

図：排出枠の将来推移（※）

廃棄物
農業
エネルギー
産業
家庭・業務
輸送

552
492

442
399

358

（※）部門別の配分は厳密なものでなく、各部門への対策の意識付けを目的に示されている。
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燃費改善（2L/100km、2030年新車）
燃料の低炭素化の促進（公共車両の低排出車両の率先導入（※）や、EV充電ステーション等のインフラ普及等による）
輸送需要の削減（都市計画、テレワーキング等のビジネススタイル変換、カープール等の施設の拡充による）
モーダルシフトの推進（自動車や航空から、徒歩・自転車、電車・内航船等へのシフト）

（※）2020年以降、公共交通の買換車両の少なくとも50％以上を低排出車両にする（パリ市RATPについては前倒しで2018年から実施）

輸送部門の主な戦略
（現状）2013年時点で全GHG排出量に占める割合28％（全部門で最大）
（目標）2013年比で第3期カーボンバジェット（2024-2028）までに29％減、2050年までに少なくとも70％減

2012年基準新築建築物の普及およびライフサイクルCO2削減を考慮した次期建築基準の策定
2050年においてほぼ全てのストック建築物改築による高効率化の実現
省エネマネジメントの促進（エコデザインの普及、隠れたエネルギーの情報提供、省エネ機器の情報提供、スマートメーターの普及等）

建築物部門の主な戦略
（現状）2013年時点で全GHG排出量に占める割合20％（間接排出を含むと25％程度）
（目標）2013年比で第3期カーボンバジェット（2024-2028）までに54％減、2050年までに少なくとも87％減

アグロエコロジープロジェクトの推進（窒素施肥量削減・農薬使用量の削減・エネルギー再利用等を通じた農産品単位生産当たりGHGの削減、
土壌被覆改善やアフロフォレストリーの推進等）
バイオマス利用促進のための木材収量の拡大（但し、持続可能性や、生物多様性・土壌・大気・水・景観等への影響に関するモニタリングが必要）

農業・林業部門の主な戦略

（現状）2013年時点で全GHG排出量に占める割合19％（土地利用変化による排出量は含まない）
（目標）2013年比で第3期カーボンバジェット（2024-2028）までに54％減、2050年までに1990年比で半減

カーボンフットプリント削減の徹底（LCA、Scope3）
炭素価格の引上げ（2016年22€/tCO2、2020年€56/tCO2、2030年100€/tCO2）但し、他の労働や所得に対する課税引下げによりオフセット
エネルギー移行を促す投資活性化
機関投資家（BPI等）によるグリーンアセスの推進やグリーン投資に係る非財務指標の公表
産業界によるカーボンリスクに対する運用の強化

部門横断的な戦略の例

（出所）フランス環境省ホームページ『国家低炭素計画』 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-bas-carbone.html 65



エネルギー効率改善
循環経済の推進（リサイクル・リユース・エネルギー回収等）
バイオマス等の低排出原料の利用促進
GHG集約度の高いエネルギー使用の削減

（上記以外に、低炭素産業の実現に向けて、将来的にはCCSの普及発展が重要な役割を果たす）

産業部門の主な対策

（現状）2013年時点で全GHG排出量に占める割合18％（そのうち75％EU-ETSの対象）
（目標）2013年比で第3期カーボンバジェット（2024-2028）までに24％減、2050年までに75％減

エネルギー効率改善（カーボンフットプリントの削減）
再エネの普及と新規火力発電の建設回避
再エネ普及のための電力需給調整システムの向上

エネルギー転換部門の主な対策

（現状）2013年時点で全GHG排出量に占める割合12％（そのうち85％はEU-ETSの対象）
（目標）2050年までに1990年比で96％減（「ファクター20」（※））

（※）エネルギー効率改善による「ファクター2」 ×エネルギーミックスの脱炭素化（CCSの普及も含む）による「ファクター10」

食品残渣の削減
廃棄物発生抑制（エコ・デザイン、製品寿命の延長、リユース等）
資源再利用の促進（廃棄物再利用による）、2025年までに有機廃棄物の資源利用化
埋立や浄水場からのメタン発生抑制
エネルギー回収を行わない焼却の禁止

廃棄物部門の主な対策

（現状）2013年時点で全GHG排出量に占める割合４％
（目標）2013年比で第3期カーボンバジェット（2024-2028）までに33％減、2050年までに少なくとも80％源

（出所）フランス環境省ホームページ『国家低炭素計画』 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-bas-carbone.html 66


